
当院では以下の診療報酬施設基準を整備し、東海北陸厚生局に届出を行った上で算定を行なっております。

基本診療料 機能強化加算

時間外対応加算1

明細書発行体制等加算

特掲診療料 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

在宅療養支援診療所１

在宅医療情報連携加算

がん性疼痛緩和指導管理料

在宅がん医療総合診療料

外来、在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）

一般名処方加算

機能強化加算について

当院では、機能強化加算を算定する患者様に「かかりつけ医」として、

必要に応じて次のような取り組みを行っています。

・健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。

　必要に応じ、専門の医療機関をご紹介します。

・他の医療機関と当院で処方されている薬について確認し、診察や必要な服薬指導を行っています。

・介護・保険・福祉サービスの利用などに関するご相談に応じます。

・通院が困難になった患者様への訪問診療を行っております。

・訪問診療を行っている患者様に対し、緊急時、24時間の対応を行っております。

明細書発行体制等加算について

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際に、

個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。

在宅療養支援診療所・在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料

在宅で療養する患者様を対象に、緊急時の連絡体制および２４時間往診・訪問看護が

できる体制などを確保しています。

当院の施設基準・加算点数について



在宅医療情報連携加算について

当院では、各機関との連携を円滑におこなうため、厚生労働省の定める

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応し、

ICTツール（メディカルケアステーション）を活用し情報共有しております。

〈主な連携先〉

居宅介護支援事業所　あしすと

貴船薬局　東郷店

スローライフハウス琴葉とよた

豊明市社会福祉協議会居宅介護支援事業所

ナーシング和楽縁豊明

藤田医科大学地域包括ケア中核センター　訪問看護ステーション日進東郷

みんなのかかりつけ訪問看護ステーション赤池

（50音順）

一般名処方加算について

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。

後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、

薬剤の成分をもとにした一般名処方（一般的な名称により処方箋を発行すること※）を行う場合があります。

一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、

患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。

なお、一般名で処方した場合は、一般名処方加算が処方箋の交付1回につきそれぞれ算定されます。


